
(法案3条)

事業者の皆様には､次のような3つの責任がありますo

･｣
ごみの処理を処理業者に委託する場合でも､ごみが適正に処理処分されるまでの最

終的な責任は排出者である事業者が負わなければなりませんo必ず以下のことを守って

ください｡

処理基準に違反してごみの処理をしてはなりませんo

店舗併用住宅の場合も家庭ごみと事業ごみの区別をしてください｡

家庭ごみの集積所に出すことはできませんo


